
⼯事請負契約書第25 条第６項に伴う実施フロー

⼿続き項⽬ 様式等

［増額の場合］
様式1-1(請求) 受注者 ⇒ 発注者

10 ⽇以内
［減額の場合］

様式1-2(請求) 発注者 ⇒ 受注者

［基準⽇、スライド額協議開始⽇等］
様式2-1(通知) 発注者 ⇒ 受注者

［スライド額協議開始⽇］
様式2-2(通知) 発注者 ⇒ 受注者

様式3 出来形・残⼯事量算定表

［スライド対象の場合］
様式4-1-1(協議)  発注者 ⇒ 受注者
様式4-1-2(承諾書) 受注者 ⇒ 発注者
様式4-2 スライド調書

［スライド対象でない場合］
様式4-3-1(協議) 発注者 ⇒ 受注者

14 ⽇以内 様式4-3-2(承諾書) 受注者 ⇒ 発注者

※14 ⽇以内に協議が整わなかった場合
［スライド対象の場合］

様式4-4-1(通知) 発注者 ⇒ 受注者
様式4-2 スライド調書

［スライド対象でない場合］
様式4-4-2(通知) 発注者 ⇒ 受注者

スライド額協議開始

スライド額協議確定

スライド変更契約

⼯期末

請求⽇

基準⽇等の通知

 基準⽇（請求⽇を基本とする。
ただし、協議により14
⽇以内の⽇も可）

１ケ⽉以上

14 ⽇以内

２ケ⽉以上

※なお、スライド額の協議を最終変更時に⾏う場合は、
別途、様式2-2号により通知する。

※適⽤対象⼯事となることが想定される場合は、出来⾼確認の準備等があるため、受発注者間で事前の
協議（基準⽇など）をしておいて下さい。

※スライド額の協議を最終変更時に⾏う場合のスライド
額協議開始⽇は、最終変更契約予定⽇の１ケ⽉以上前の
⽇を原則とします。

※変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、最終変更時点で⾏うこと
ができる。


